
選挙時における投票所の投票終了時刻の変更について 

 
 町選挙管理委員会では、選挙期日（投票日）の投票所閉鎖時刻を２時間繰り上げ、投票

時間を午前７時から午後６時までに変更致しました。 
 対象となる選挙は町選挙管理委員会が公職選挙法の適用を受けて行う選挙で、衆議院議

員、参議院議員、北海道知事、北海道議会議員、中富良野町長、中富良野町議会議員、中

富良野町農業委員会委員の選挙です。その他の土地改良区総代選挙等につきましては、そ

の都度決定します。 
 なお、投票日当日、投票所に行くことができない方につきましては、従来どおり午後８

時まで期日前投票等を利用して投票をすることができますのでご利用ください。 
 

変更前：午前７時～午後８時まで → 変更後：午前７時～午後６時まで 


